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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

３．第77期中及び第78期中は、決算期変更により半期報告書を作成していないため記載しておりません。 

回次 第77期中 第78期中 第79期中 第77期 第78期 

会計期間 

自平成18年 
３月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成18年 
10月１日 

至平成19年 
３月31日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成18年 
３月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成18年 
10月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高        （百万円） － － 49,541 58,849 56,414 

経常利益       （百万円） － － 157 672 1,433 

中間（当期）純損益  （百万円） － － △148 692 889 

純資産額       （百万円） － － 11,830 8,660 9,556 

総資産額       （百万円） － － 57,687 59,553 58,339 

１株当たり純資産額    （円） － － 253.92 218.45 241.26 

１株当たり中間（当期）純損益金額 

                   （円） 
－ － △3.58 17.68 22.69 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額      （円） 
－ － － － － 

自己資本比率       （％） － － 20.32 14.37 16.20 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

           （百万円） 
－ － △2,298 443 1,473 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

           （百万円） 
－ － △456 △336 1,218 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

           （百万円） 
－ － 2,321 △1,500 △2,941 

現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高     （百万円） 
－ － 1,608 2,290 2,041 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） （人） 

－ 

(－)

－ 

(－)

1,010 

(1,133)

1,044 

(1,053)

1,015 

 (1,105)



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３．第77期中及び第78期中は、決算期変更により半期報告書を作成していないため記載しておりません。 

回次 第77期中 第78期中 第79期中 第77期 第78期 

会計期間 

自平成18年 
３月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成18年 
10月１日 

至平成19年 
３月31日 

自平成19年 
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成18年 
３月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成18年 
10月１日 

至平成19年 
３月31日 

売上高        （百万円） － － 49,134 58,364 55,959 

経常利益       （百万円） － － 63 699 1,229 

中間（当期）純損益  （百万円） － － △231 742 722 

資本金        （百万円） － － 3,451 2,240 2,240 

発行済株式総数     （千株） － － 46,246 39,246 39,246 

純資産額       （百万円） － － 9,704 6,794 7,515 

総資産額       （百万円） － － 55,867 58,157 57,024 

１株当たり配当額     （円） － － － － － 

自己資本比率       （％） － － 17.37 11.68 13.18 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数）  (人) 

－ 

(－)

－ 

(－)

949 

（879)

989 

(836)

954 

(858)



２【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

３【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（１日7.5時間換算）は（ ）内に当中間連結会計期間の平均雇用人

員を外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（１日7.5時間換算）は（ ）内に当中間会計期間の平均雇用人員を

外数で記載しております。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループには、岩田屋ユニオン（組合員数 1,458人）があり、日本サービス・流通労働組合連合に加盟して

おります。 

 労使関係について、特に記載すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

百貨店業 941 (875) 

前払式特定取引業 7 (8) 

その他の事業 62 (250) 

合計 1,010 (1,133) 

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 949（879） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背景にした設備投資の増加や輸出の拡大などに

より景気は引き続き回復基調で推移しているものの、原油価格の高騰や株価の下落など先行きに関する不安定な要

素も多く、個人消費の本格的な回復には未だ弱さが見られました。 

 百貨店業界におきましては、夏場の記録的な猛暑の影響で夏物セール商品や紫外線対策商品が好調に推移するな

ど明るい兆候もありましたが、全体的には地域間及び他業態との競合激化に加え、春先の天候不順の影響もあり厳

しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループでは平成17年３月よりスタートした「自立新生３ヵ年計画」の最終年度と

なる当連結会計年度において、目標達成に向けた仕上げとして「『お買場』発想で考え、『お買場』発想で行動し

よう」、「新ＭＤシステムをフル活用し、業務改革につなげよう」、「内部統制の構築を推進して、社会からの信

頼を高めよう」の３つのテーマを年度方針として掲げ、自立の基盤づくり、岩田屋ブランドの確立に鋭意取り組む

とともに、地域のお客さまにさらに愛される百貨店を目指してまいりました。 

 この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高49,541百万円、営業利益140百万円、経常利益157百万円、中間

純損失148百万円となりました。なお、平成18年5月25日の株主総会で決議のとおり、当社は親会社である㈱伊勢丹

と事業年度を統一するための経過措置として、前連結会計年度は平成18年10月から平成19年３月までの６ヶ月間と

変則になりました。従いまして前年同期間に対応する増減は表示しておりません。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 百貨店業 

百貨店業におきましては、自立の基盤づくり、岩田屋ブランドの確立に鋭意取り組むとともに、地域のお客さ

まにさらに愛される百貨店を目指してまいりました。その結果、売上高は49,008百万円、営業利益は121百万円

となりました。 

② 前払式特定取引業 （友の会） 

百貨店グループの固定顧客獲得推進の一翼を担う部門として、「友の会」の運営・管理を営んでおり、売上高

は400百万円、営業損失は30百万円となりました。 

 ただし岩田屋友の会㈱は、営業外での運用収益により営業損失を補い、経常利益を確保しております。 

③ その他の事業 

百貨店グループの関連業務から派生し、当社グループ外へも営業活動を行っている連結子会社から構成されて

おります。売上高は1,735百万円、営業利益は５百万円となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ433百万円減少し、1,608百万円とな

りました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,298百万円の資金減少となりました。これは主に税金等調整前中間純

損失が338百万円となり、仕入債務が1,992百万円減少したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、456百万円の資金減少となりました。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出431百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、2,321百万円の資金増加となりました。これは主に株式の発行による収

入2,422百万円によるものです。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）当社グループ（当社及び連結子会社）においては、百貨店業、前払式特定取引業及びその他の事業を行ってお

り、生産及び受注については、該当事項はありません。 

(2）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売の状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の内部取引は相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．前連結会計年度は、６ヶ月間（平成18年10月１日から平成19年３月31日まで）のため、前年同期比は表示し

ておりません。 

３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

 特に記載する事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）  

前年同期比（％） 

百貨店業（百万円） 49,007 － 

前払式特定取引業（百万円） 1 － 

その他の事業（百万円） 532 － 

合計 49,541 － 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

前連結会計年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

 該当事項はありません。 

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

    (注) 有償第三者割当 

            発行価格   346円00銭 

      資本組入額    173円00銭 

            割当先    株式会社伊勢丹 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 156,986,000 

計 156,986,000 

種類 
  中間会計期間末現在 
  発行数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 46,246,500 46,246,500 福岡証券取引所 － 

計 46,246,500 46,246,500 － － 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増  減  額 
（百万円） 

資本準備金
残 高 

（百万円） 

平成19年７月31日 
（注） 

7,000,000 46,246,500 1,211 3,451 1,211 4,414 



(5）【大株主の状況】 

 （注）千株未満は切り捨てて表示しております。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住  所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社伊勢丹 東京都新宿区新宿三丁目14番１号 23,819 51.51 

西久大運輸倉庫株式会社 福岡市東区多の津二丁目９番５号 2,102 4.55 

岩田屋共栄会 福岡市中央区天神二丁目５番35号 1,918 4.15 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 1,884 4.07 

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 1,884 4.07 

共栄興産株式会社 福岡市中央区天神一丁目13番28号 1,326 2.87 

九州電力株式会社 福岡市中央区渡辺通二丁目１番82号 740 1.60 

株式会社ゼネラルアサヒ 福岡市東区松田三丁目777 738 1.60 

西日本鉄道株式会社 福岡市中央区天神一丁目11番17号 574 1.24 

岩田屋社員持株会 福岡市中央区天神二丁目５番35号 553 1.20 

計 － 35,542 76.86 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が12,000株含まれております。 

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が24個含まれております。 

②【自己株式等】 

 （注）株主名簿上は、当社名義になっており、実質的に所有していない株式はありません。 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、福岡証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       75,500 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   46,075,500 92,151 － 

単元未満株式 普通株式       95,500 － － 

発行済株式総数   46,246,500 － － 

総株主の議決権 － 92,151 － 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社岩田屋 
福岡市中央区天神

二丁目５番35号 
75,500 － 75,500 0.16 

計 － 75,500 － 75,500 0.16 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 365 354 370 360 345 331 

低（円） 331 336 336 335 325 317 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

(3）当社は、平成18年５月25日開催の第76期定時株主総会における定款の一部変更の決議に基づき、事業年度を４月

１日から翌年３月31日までと変更しました。その経過措置として、前連結会計年度及び第78期事業年度は、平成18

年10月１日から平成19年３月31日までの６ヶ月間となったため、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成してお

りませんので、前中間連結会計期間及び前中間会計期間の記載を省略しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19

年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間財

務諸表については新日本監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

  前連結会計年度及び第78期事業年度    みすず監査法人 

  当中間連結会計期間及び当中間会計期間  新日本監査法人 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   1,621 2,053 

２．受取手形及び売掛金 ※２ 4,868 5,460 

３．たな卸資産   4,543 4,355 

４．繰延税金資産   778 574 

５．その他   2,000 1,772 

貸倒引当金   △1 △2 

流動資産合計   13,811 23.9 14,213 24.4

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物及び構築物   18,106 18,008   

減価償却累計額   7,368 10,737 6,981 11,026 

(2）運搬具及び器具備品   2,685 2,645   

減価償却累計額   1,880 805 1,800 844 

(3）土地   825 825 

有形固定資産合計   12,369 12,696 

２．無形固定資産   39 36 

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券   2,344 2,269 

(2）長期貸付金   1,396 1,356 

(3）敷金及び保証金   26,983 27,044 

(4）繰延税金資産   48 48 

(5）その他   2,000 2,006 

貸倒引当金   △1,305 △1,331 

投資その他の資産合計   31,467 31,392 

固定資産合計   43,876 76.1 44,125 75.6

資産合計   57,687 100.0 58,339 100.0 

      
 



   
当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金 ※２ 6,131 8,124 

２．短期借入金   18,500 17,100 

３．一年以内返済長期借入
金 

  3,000 3,000 

４．前受掛金   4,747 3,967 

５．商品券   6,105 7,062 

６．賞与引当金   1 1 

７．販売促進券引当金   1,055 974 

８．商品券回収損引当金   361 － 

９．その他   2,088 3,149 

流動負債合計   41,992 72.8 43,379 74.3

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   1,500 3,000 

２．退職給付引当金   2,268 2,312 

３．役員退職慰労金引当金   63 57 

４．その他   32 32 

固定負債合計   3,865 6.7 5,402 9.3

負債合計   45,857 79.5 48,782 83.6

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   3,451 6.0 2,240 3.8

２．資本剰余金   5,515 9.5 4,304 7.4

３．利益剰余金   2,776 4.8 2,924 5.0

４．自己株式   △19 △0.0 △18 △0.0

株主資本合計   11,723 20.3 9,451 16.2

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額
金 

  △0 △0.0 △0 △0.0

評価・換算差額等合計   △0 △0.0 △0 △0.0

Ⅲ 少数株主持分   106 0.2 105 0.2

純資産合計   11,830 20.5 9,556 16.4

負債純資産合計   57,687 100.0 58,339 100.0 

      



②【中間連結損益計算書】 

   
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   49,541 100.0 56,414 100.0 

Ⅱ 売上原価   35,490 71.6 40,278 71.4

売上総利益   14,051 28.4 16,136 28.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１．広告宣伝費   1,257 1,524   

２．販売手数料   2,415 2,884   

３．販売促進券引当金繰入
額 

  419 485   

４．従業員給与手当   3,154 3,219   

５．賞与引当金繰入額   1 1   

６．退職給付費用   345 376   

７．役員退職慰労金引当金
繰入額 

  12 13   

８．地代家賃   2,889 2,862   

９．その他   3,413 13,910 28.1 3,422 14,789 26.2

営業利益   140 0.3 1,346 2.4

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息   19 17   

２．受取配当金   5 4   

３．未回収商品券類受入収
入 

  106 138   

４．持分法による投資利益   115 124   

５．その他   76 323 0.6 135 421 0.7

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息   148 143   

２．商品券回収損引当金繰
入額 

  59 －   

３．その他   98 306 0.6 190 333 0.6

経常利益   157 0.3 1,433 2.5

 



   
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益     

  貸倒引当金戻入益   18 18 0.0 12 12 0.0

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 ※１ 142 84   

２．過年度商品券回収損引
当金繰入額 

  372 514 1.0 － 84 0.1

税金等調整前中間純損
失 

  338 △0.7 － －

税金等調整前当期純利
益 

  － － 1,360 2.4

法人税、住民税及び事
業税 

  12 537   

法人税等調整額   △203 △191 △0.4 △68 468 0.8

少数株主利益   1 0.0 3 0.0

中間純損失   148 △0.3 － －

当期純利益   － － 889 1.6

      



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

  

株主資本 評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産
合計 

資本金 
資本 

剰余金 
利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 
合計 

その他有 
価証券評 
価差額金 

評価・換 
算差額等 
合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
2,240 4,304 2,924 △18 9,451 △0 △0 105 9,556

中間連結会計期間中の変動額         

新株の発行 1,211 1,211 2,422     2,422

中間純損失     △148 △148     △148

自己株式の取得     △0 △0     △0

株主資本以外の項目の中間 
連結会計期間中の変動額 
（純額） 

    0 0 1 1

中間連結会計期間中の変動額 

合計（百万円） 
1,211 1,211 △148 △0 2,272 0 0 1 2,273

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
3,451 5,515 2,776 △19 11,723 △0 △0 106 11,830

  

株主資本 評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産
合計 

資本金 
資本 

剰余金 
利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 
合計 

その他有 
価証券評 
価差額金 

評価・換 
算差額等 
合計 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
2,240 4,303 2,035 △16 8,563 △5 △5 102 8,660

連結会計年度中の変動額         

当期純利益     889 889     889

自己株式の取得     △1 △1     △1

自己株式の処分   0 0 0     0

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額 
（純額） 

    5 5 3 8

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円） 
－ 0 889 △1 887 5 5 3 896

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
2,240 4,304 2,924 △18 9,451 △0 △0 105 9,556



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純損失   △338 －

税金等調整前当期純利益   － 1,360

減価償却費   637 694

退職給付引当金の減少額   △43 △30

役員退職慰労金引当金の増加額   6 13

賞与引当金の減少額   △0 △69

貸倒引当金の減少額   △26 △13

販売促進券引当金の増加額   81 67

商品券回収損引当金の増加額   361 －

受取利息及び受取配当金   △25 △22

支払利息   148 143

持分法による投資利益   △115 △124

投資有価証券売却益   △0 －

固定資産除却損   142 84

売上債権の増（△）減額   591 △560

たな卸資産の増加額   △188 △561

仕入債務の増減（△）額   △1,992 106

前受掛金の増減（△）額   780 △878

その他   △1,648 1,704

小計   △1,631 1,914

利息及び配当金の受取額   64 21

利息の支払額   △148 △150

法人税等の支払額   △583 △311

営業活動によるキャッシュ・フロー   △2,298 1,473

 



   
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出   △1 △11

定期預金の払戻による収入   － 13

投資有価証券の取得による支出   △0 △0

投資有価証券の売却による収入   0 0

有形固定資産の取得による支出   △431 △590

敷金及び保証金の差入れによる支出   △91 －

敷金及び保証金の返還による収入   61 1,800

貸付による支出   △1 △2

貸付金の回収による収入   21 13

その他   △12 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー   △456 1,218

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額   1,400 △1,440

長期借入金の返済による支出   △1,500 △1,500

株式の発行による収入   2,422 －

自己株式の取得による支出   △0 △1

自己株式の売却による収入   － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー   2,321 △2,941

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   △433 △248

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   2,041 2,290

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期
末）残高 

※１ 1,608 2,041

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  ４社 

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  ４社 

(2）連結子会社名 

岩田屋友の会㈱ 

㈱エージークラブ 

㈱九州コミュニケーションサービス 

㈱愛生 

(2）連結子会社名 

同左 

  

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社数  ３社 

持分法適用会社名 

㈱浜屋百貨店 

浜屋友の会㈱ 

㈱エージーカード 

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社数  ３社 

持分法適用会社名 

同左 

  

  

(2）持分法を適用しない関連会社名 

㈱ハマヤショッピングセンター 

浜屋食堂㈲ 

(2）持分法を適用しない関連会社名 

同左 

(3）持分法を適用しない理由 

 持分法の適用範囲から除いた関連会社は、中間純

損益及び利益剰余金等の観点からみて小規模であ

り、中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、持分法の適用範囲から除外しております。 

(3）持分法を適用しない理由 

 持分法の適用範囲から除いた関連会社は、当期純

損益及び利益剰余金等の観点からみて小規模であ

り、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 連結子会社のうち㈱愛生の中間決算日は８月31日で

あります。中間連結財務諸表の作成にあたっては、中

間決算日現在の財務諸表を使用し、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち㈱愛生の決算日は２月28日であり

ます。連結財務諸表の作成にあたっては、期末決算日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

  （追加情報） 

 当社の決算日変更に伴い、岩田屋友の会㈱、㈱エ

ージークラブ及び㈱九州コミュニケーションサービ

スは決算日を３月31日に変更しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

商品  売価還元法による原価法 

貯蔵品 先入先出法による原価法 

② たな卸資産 

商品       同左 

貯蔵品      同左 

 



当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産  定率法 

 なお、一部の連結子会社の有形固定資産、当社

の本店の建物及び構築物並びに平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物    ３年～39年 

運搬具及び器具備品  ２年～20年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産  定率法 

同左 

  

  

  

② 無形固定資産  定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。 

② 無形固定資産  定額法 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 一般債権については、貸倒実績率による計算額

を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別

に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

 従業員等に対する賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担

すべき額を計上しております。 

② 賞与引当金 

 従業員等に対する賞与の支給に備えるため、将

来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担すべ

き額を計上しております。 

③ 販売促進券引当金 

 販売促進を目的とするポイントカード制度によ

る将来のお買物券発行等の費用発生に備えるた

め、ポイント残高及び顧客に交付した販売促進券

に対して、過去のお買物券発行実績率等に基づ

き、将来のお買物券回収見込額を計上しておりま

す。 

③ 販売促進券引当金 

同左 

④ 商品券回収損引当金 

 商品券等が負債計上中止後に回収された場合に

発生する損失に備えるため、過去の実績に基づく

将来の回収見込額を引当金として計上しておりま

す。 

④       ────── 

  

 



当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

⑤ 退職給付引当金 

 従業員等の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会計期間末において発生

していると認められる額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、15年に

よる按分額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（８年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

 過去勤務債務については、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（８年）による定額法により按分した額

を費用処理することとしております。 

⑤ 退職給付引当金 

 従業員等の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生して

いると認められる額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、15年に

よる按分額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（８年）による定額法により按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

 過去勤務債務については、各連結会計年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（８年）による定額法により按分した額

を費用処理することとしております。 

⑥ 役員退職慰労金引当金 

 取締役、監査役及び執行役員の退任時の退職慰

労金の支払に備えるため、会社規程に基づく当中

間連結会計期間末要支給額を計上しております。 

⑥ 役員退職慰労金引当金 

 取締役、監査役及び執行役員の退任時の退職慰

労金の支払に備えるため、会社規程に基づく当連

結会計年度末要支給額を計上しております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引に

ついて特例処理を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利変動リスクを回避するための

金利スワップ取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   同左 

ヘッジ対象 変動金利借入金 ヘッジ対象   同左 

③ ヘッジ方針 

 当社グループのリスク管理方針に基づき、各社

取締役会の決裁を受けた上で、金利変動リスクを

ヘッジすることとしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっているため、有効性の評価を省

略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の会計処理 

同左 

 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の

範囲 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

（商品券回収損引当金の計上の方法） ────── 

従来、未回収の商品券等について、債務履行の可能性

を考慮して一定の期間が経過したときには、負債計上を

中止して、その発行価格を営業外収益に計上してまいり

ましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務

委員会報告第42号 平成19年４月13日）が公表されたの

を受け、当中間連結会計期間より、当該商品券等が負債

計上中止後に回収された場合に発生する損失に備えるた

め、過去の実績に基づく将来の回収見込額を引当金とし

て計上することといたしました。 

 この結果、期首時点で計上すべき過年度の引当金繰入

相当額372百万円を特別損失として計上し、また、当中間

連結会計期間に係る引当金繰入額59百万円を営業外費用

として計上しております。 

 これにより、経常利益は10百万円増加し、税金等調整

前中間純損失は361百万円増加しております。 

  

（有形固定資産の減価償却の方法） 

法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純損失に与える影響は軽微であります。 

────── 



追加情報 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

（有形固定資産の減価償却の方法） ────── 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

 これにより営業利益、経常利益がそれぞれ８百万円減

少し、税金等調整前中間純損失が同額増加しておりま

す。 

  

（親会社の経営統合について）   ────── 

当社の親会社である株式会社伊勢丹は、平成19年11月

20日に開催されました株式会社伊勢丹臨時株主総会にお

いて、平成20年４月１日を株式移転設立完全親会社の成

立の予定日として、株式会社三越と共同して、株式移転

設立完全親会社である株式会社三越伊勢丹ホールディン

グスを設立するための株式移転を行うことを決議いたし

ました。 

  

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

 １ 偶発債務  １ 偶発債務 

 保証債務 

次の銀行借入金に対し、保証を行っております。 

 従業員住宅融資金 11百万円

 保証債務 

次の銀行借入金に対し、保証を行っております。 

 従業員住宅融資金 15百万円

※２ 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理 

中間連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって処理しております。なお、当中間

連結会計期間の末日は金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結

会計期間末残高に含まれております。  

 受取手形 7百万円

※２ 連結会計年度末日満期手形の会計処理 

当連結会計年度末日は金融機関の休日でありまし

たが、満期日に決済が行われたものとして処理して

おります。 

 なお、当連結会計年度末日の満期手形の金額は以

下のとおりであります。 

 受取手形 6百万円

 支払手形 1,187百万円

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりであり

ます。 

※１ 固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりであり

ます。 

  建物及び構築物除却損 132百万円

  運搬具及び器具備品除却損 9百万円

  建物及び構築物除却損 71百万円

  運搬具及び器具備品除却損 9百万円



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の株式数の増加7,000,000株は、第三者割当による新株発行による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,904株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加4,257株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少244株は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当中間連結会計 
期間増加株式数 

（株） 

当中間連結会計 
期間減少株式数 

（株） 

当中間連結会計 
期間末株式数

（株） 

発行済株式         

普通株式（注）１ 39,246,500 7,000,000 － 46,246,500 

合計 39,246,500 7,000,000 － 46,246,500 

自己株式         

普通株式（注）２ 72,817 2,904 － 75,721 

合計 72,817 2,904 － 75,721 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度 
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 39,246,500 － － 39,246,500 

合計 39,246,500 － － 39,246,500 

自己株式         

普通株式（注）１．２ 68,804 4,257 244 72,817 

合計 68,804 4,257 244 72,817 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 1,621百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
 △13百万円

現金及び現金同等物の中間期末

残高 
1,608百万円

現金及び預金勘定 2,053百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
 △11百万円

現金及び現金同等物の期末残高 2,041百万円



（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相 当 額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

中間期末残
高相当額 
(百万円) 

運搬具及び
器具備品 

1,572 872 700

その他 295 141 154

合計 1,868 1,013 855

取得価額 
相 当 額 
(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高 
相 当 額 
(百万円) 

運搬具及び
器具備品 

1,575 723 851

その他 343 189 153

合計 1,918 913 1,005

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 370百万円

１年超 485百万円

合計 855百万円

１年内 374百万円

１年超 631百万円

合計 1,005百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 197百万円

減価償却費相当額 197百万円

支払リース料 193百万円

減価償却費相当額 193百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料   

１年内 3,991百万円

１年超 34,671百万円

 合計 38,662百万円

未経過リース料   

１年内 3,857百万円

１年超 36,840百万円

 合計 40,698百万円

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 



（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別銘柄別に、当中間連結会計期間末日から直近２年間におけ

る毎月末の終値の平均値と帳簿価額の乖離状態を勘案して判断しております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）下落率が30～50％の株式の減損にあたっては、個別銘柄別に、当連結会計年度末日から直近２年間における毎

月末の終値の平均値と帳簿価額の乖離状態を勘案して判断しております。 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

取得原価（百万円） 
 中間連結貸借対照表 
 計上額（百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 1 0 △0 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 1 0 △0 

内容 
当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

中間連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 479 

区分 

当連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上額 
   （百万円） 

差額（百万円） 

(1）株式 0 0 △0 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

合計 0 0 △0 

内容 
当連結会計年度末（平成19年３月31日現在） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券   

非上場株式 479 



（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当する事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

該当する事項はありません。 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日）  

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日）   

ヘッジ会計を適用している為、記載を省略しており

ます。 

同左 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業区分の主な商品等 

(1）百貨店業       衣料品、身廻品、雑貨、家庭用品、食料品 

(2）前払式特定取引業   友の会運営 

(3）その他の事業     情報提供サービス業、顧客名簿管理業、文化教室業他 

３．当中間連結会計期間及び前連結会計年度における営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額はありません。 

【所在地別セグメント情報】 

 当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び在外支店

がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  
百貨店業 

（百万円） 

前払式特定 
取 引 業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
49,007 1 532 49,541 － 49,541 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 399 1,202 1,602 △1,602 － 

計 49,008 400 1,735 51,143 △1,602 49,541 

営業費用 48,886 431 1,730 51,048 △1,647 49,400 

営業損益 121 △30 5 95 45 140 

  
百貨店業 

（百万円） 

前払式特定 
取 引 業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
55,826 1 585 56,414 － 56,414 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0 366 1,464 1,830 △1,830 － 

計 55,827 367 2,050 58,245 △1,830 56,414 

営業費用 54,529 427 1,989 56,947 △1,879 55,067 

営業損益 1,298 △60 60 1,298 48 1,346 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間純損失金額又は１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 253円92銭 

１株当たり中間純損失金額 3円58銭 

１株当たり純資産額 241円26銭 

１株当たり当期純利益金額 22円69銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ

いては、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり中間純損失金額又は１株当たり当期

純利益金額 
    

中間純損失（△）又は当期純利益（百万円） △148 889 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る中間純損失（△）又は普通株

式に係る当期純利益（百万円） 
△148 889 

普通株式の期中平均株式数（千株） 41,544 39,175 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 平成19年５月24日開催の当社取締役会において、第三

者割当による新株式発行に関し、以下のとおり決議いた

しました。 

  ①発行する株式の種類及び数 

           普通株式    7,000,000 株 

②発行価格         １株につき   346 円 

③発行総額            2,422,000,000 円 

④発行価格のうち資本へ組み入れる額 

               １株につき  173 円 

⑤申込期間            平成19年７月31日 

⑥払込期日            平成19年７月31日 

⑦割当先及び割当株式数 

         株式会社伊勢丹   7,000,000 株 

⑧資金の使途 

有利子負債である短期借入金の返済に充当する予

定であります。 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

   
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   1,137 1,558 

２．受取手形  ※２ 39 65 

３．売掛金   4,769 5,319 

４．たな卸資産   4,527 4,341 

５．繰延税金資産   765 556 

６．その他   2,070 2,310 

     貸倒引当金   △1 △2 

流動資産合計   13,309 23.8 14,148 24.8

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

(1）建物   17,934 17,840   

減価償却累計額   7,265 10,669 6,883 10,957 

(2）構築物   102 98   

減価償却累計額   57 45 53 44 

(3）器具及び備品   2,652 2,611   

減価償却累計額   1,849 802 1,771 840 

(4）土地   1,314 1,314 

有形固定資産合計   12,831 13,156 

２．無形固定資産   37 33 

３．投資その他の資産     

(1）敷金及び保証金   26,913 26,969 

(2）その他   4,081 4,047 

      貸倒引当金   △1,305 △1,331 

投資その他の資産合計   29,689 29,685 

固定資産合計   42,558 76.2 42,876 75.2

資産合計   55,867 100.0 57,024 100.0 

      
 



   
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形  ※２ － 1,284 

２．買掛金   6,129 6,839 

３．短期借入金   27,493 26,820 

４．一年以内返済長期借入
金 

  3,000 3,000 

５．賞与引当金   1 1 

６．販売促進券引当金   1,055 974 

７．商品券回収損引当金   361 － 

８．その他  ※３ 4,265 5,195 

流動負債合計   42,307 75.7 44,115 77.4

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金   1,500 3,000 

２．退職給付引当金   2,259 2,303 

３．役員退職慰労金引当金   63 57 

４．その他   32 32 

固定負債合計   3,855 6.9 5,393 9.4

負債合計   46,162 82.6 49,508 86.8

 



   
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金   3,451 6.2 2,240 3.9

２．資本剰余金     

(1）資本準備金   4,414 3,203   

(2）その他資本剰余金   1,100 1,100   

資本剰余金合計   5,515 9.9 4,304 7.6

３．利益剰余金     

(1）利益準備金   385 385   

(2）その他利益剰余金     

別途積立金   － 2,435   

繰越利益剰余金   372 △1,830   

利益剰余金合計   757 1.3 989 1.7

４．自己株式   △19 △0.0 △18 △0.0

株主資本合計   9,705 17.4 7,515 13.2

Ⅱ 評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額
金 

  △0 △0.0 △0 △0.0

評価・換算差額等合計   △0 △0.0 △0 △0.0

純資産合計   9,704 17.4 7,515 13.2

負債純資産合計   55,867 100.0 57,024 100.0 

      



②【中間損益計算書】 

   
当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   49,134 100.0 55,959 100.0 

Ⅱ 売上原価   35,408 72.1 40,203 71.9

売上総利益   13,726 27.9 15,755 28.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費   13,598 27.6 14,454 25.8

営業利益   127 0.3 1,301 2.3

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息及び割引料   19 17   

２．受取配当金   46 4   

 ３．固定資産受贈益   15 74   

４．未回収商品券類受入収
入 

  95 97   

５．雑収入   104 280 0.5 96 290 0.5

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息及び割引料   222 205   

２．商品券回収損引当金繰
入額 

  59 －   

 ３．雑支出   62 345 0.7 157 362 0.6

経常利益   63 0.1 1,229 2.2

Ⅵ 特別利益     

 貸倒引当金戻入益   18 18 0.0 12 12 0.0

Ⅶ 特別損失     

  １．固定資産除却損  ※２ 142 80   

  ２．過年度商品券回収損引
当金繰入額 

  372 514 1.0 － 80 0.1

税引前中間純損失   433 △0.9 － －

税引前当期純利益   － － 1,160 2.1

法人税、住民税及び事
業税 

  8 496   

法人税等調整額   △209 △201 △0.4 △58 437 0.8

中間純損失   231 △0.5 － －

当期純利益   － － 722 1.3

      



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途 

積立金 
繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
2,240 3,203 1,100 4,304 385 2,435 △1,830 989 △18 7,515

中間会計期間中の変動額         

新株の発行 1,211 1,211 1,211     2,422

別途積立金の取崩し     △2,435 2,435 －   －

中間純損失     △231 △231   △231

自己株式の取得       △0 △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
        

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
1,211 1,211 － 1,211 － △2,435 2,203 △231 △0 2,189

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
3,451 4,414 1,100 5,515 385 － 372 757 △19 9,705

  

評価・換算差額等 

純資産 
合計 

その他有
価証券評
価差額金 

評価・換 
算差額等 
合計 

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
△0 △0 7,515

中間会計期間中の変動額     

新株の発行     2,422

別途積立金の取崩し     －

中間純損失     △231

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額） 
△0 △0 △0

中間会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△0 △0 2,188

平成19年９月30日 残高 

（百万円） 
△0 △0 9,704



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日） 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余
金合計 別途 

積立金 
繰越利益
剰余金 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
2,240 3,203 1,100 4,303 385 2,435 △2,553 266 △16 6,794

当期中の変動額         

当期純利益     722 722   722

自己株式の取得       △1 △1

自己株式の処分     0 0   0 0

株主資本以外の項目の当期中の 

変動額（純額） 
        

当期中の変動額合計 

（百万円） 
－ － 0 0 － － 722 722 △1 721

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
2,240 3,203 1,100 4,304 385 2,435 △1,830 989 △18 7,515

  

評価・換算差額等 

純資産 
合計 

その他有 
価証券評 
価差額金 

評価・換 
算差額等 
合計 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
△0 △0 6,794

当期中の変動額     

当期純利益     722

自己株式の取得     △1

自己株式の処分     0

株主資本以外の項目の当期中の 

変動額（純額） 
△0 △0 △0

当期中の変動額合計 

（百万円） 
△0 △0 721

平成19年３月31日 残高 

（百万円） 
△0 △0 7,515



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社株式  

移動平均法による原価法 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

（2）たな卸資産 

商品  売価還元法による原価法 

貯蔵品 先入先出法による原価法 

(2）たな卸資産 

商品       同左 

貯蔵品      同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産  定率法 

なお、本店の建物及び構築物並びに平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しております。 

 また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

 建 物        ３年～39年 

 構築物        ３年～20年 

 器具備品       ２年～20年 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産  定率法 

同左 

(2）無形固定資産  定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。 

(2）無形固定資産  定額法 

同左 

(3）長期前払費用  定額法 (3）長期前払費用  定額法 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 一般債権については、貸倒実績率による計算額

を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員等に対する賞与の支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち当中間期の負担すべき額を計上

しております。 

(2）賞与引当金 

 従業員等に対する賞与の支給に備えるため、将来

の支給見込額のうち当期の負担すべき額を計上して

おります。 

(3）販売促進券引当金 

 販売促進を目的とするポイントカード制度による

将来のお買物券発行等の費用発生に備えるため、ポ

イント残高及び顧客に交付した販売促進券に対し

て、過去のお買物券発行実績率等に基づき、将来の

お買物券回収見込額を計上しております。 

(3）販売促進券引当金 

同左 

(4）商品券回収損引当金 

 商品券等が負債計上中止後に回収された場合に発

生する損失に備えるため、過去の実績に基づく将来

の回収見込額を引当金として計上しております。 

(4）       ────── 

  

 



当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

(5）退職給付引当金 

 従業員等の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

中間期末において発生していると認められる額を計

上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、15年によ

る按分額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、各期の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（８年）による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理することとしており

ます。 

 過去勤務債務については、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８

年）による定額法により按分した額を費用処理する

こととしております。 

(5）退職給付引当金 

 従業員等の退職給付に備えるため、当期末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

期末において発生していると認められる額を計上し

ております。 

 なお、会計基準変更時差異については、15年によ

る按分額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異については、各期の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（８年）による定額法により按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費用処理することとしており

ます。 

 過去勤務債務については、各期の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８

年）による定額法により按分した額を費用処理する

こととしております。 

(6）役員退職慰労金引当金 

 取締役、監査役及び執行役員の退任時の退職慰労

金の支払に備えるため、会社規程に基づく中間期末

要支給額を計上しております。 

(6）役員退職慰労金引当金 

 取締役、監査役及び執行役員の退任時の退職慰労

金の支払に備えるため、会社規程に基づく期末要支

給額を計上しております。         

４.リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

４.リース取引の処理方法 

同左 

５．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引につ

いて特例処理を採用しております。 

５．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利変動リスクを回避するための金

利スワップ取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：   同左 

ヘッジ対象：変動金利借入金 ヘッジ対象：   同左 

(3）ヘッジ方針 

 当社のリスク管理方針に基づき、取締役会の決裁

を受けた上で、金利変動リスクをヘッジすることと

しております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっているため、有効性の評価を省略

しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項 

 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

    消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

  

追加情報 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

（商品券回収損引当金の計上の方法） ────── 

従来、未回収の商品券等について、債務履行の可能性

を考慮して一定の期間が経過したときには、負債計上を

中止して、その発行価格を営業外収益に計上してまいり

ましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保証実務

委員会報告第42号 平成19年4月13日）が公表されたのを

受け、当中間会計期間より、当該商品券等が負債計上中

止後に回収された場合に発生する損失に備えるため、過

去の実績に基づく将来の回収見込額を引当金として計上

することといたしました。 

 この結果、期首時点で計上すべき過年度の引当金繰入

相当額372百万円を特別損失として計上し、また、当中間

会計期間に係る引当金繰入額59百万円を営業外費用とし

て計上しております。 

 これにより、経常利益は10百万円増加し、税引前中間

純損失は361百万円増加しております。 

  

（有形固定資産の減価償却の方法） ────── 

法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前中間純

損失に与える影響は軽微であります。  

  

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

（有形固定資産の減価償却の方法） ────── 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に到達した会計年

度の翌会計年度より取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。 

 これにより営業利益、経常利益がそれぞれ８百万円減

少し、税引前中間純損失が同額増加しております。 

  

（親会社の経営統合について）    ────── 

当社の親会社である株式会社伊勢丹は、平成19年11月

20日に開催されました株式会社伊勢丹臨時株主総会にお

いて、平成20年４月１日を株式移転設立完全親会社の成

立の予定日として、株式会社三越と共同して、株式移転

設立完全親会社である株式会社三越伊勢丹ホールディン

グスを設立するための株式移転を行うことを決議いたし

ました。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 １ 偶発債務 

保証債務 

①次の銀行借入金に対し、保証を行っております。

 １ 偶発債務 

保証債務 

①次の銀行借入金に対し、保証を行っております。

従業員住宅融資金 11百万円 従業員住宅融資金 15百万円

②当社は、連結子会社である岩田屋友の会㈱が関

係省庁に負っている前受業務保証金供託義務に

関し、金融機関が行っている支払承諾に対し

て、1,644百万円の連帯保証を行っております。 

 また、日本割賦保証㈱が供託受託している前

受業務保証金供託に対して2,948百万円の連帯保

証を行っております。 

②当社は、連結子会社である岩田屋友の会㈱が関

係省庁に負っている前受業務保証金供託義務に

関し、金融機関が行っている支払承諾に対し

て、1,325百万円の連帯保証を行っております。 

 また、日本割賦保証㈱が供託受託している前

受業務保証金供託に対して3,144百万円の連帯保

証を行っております。 

※２ 中間期末日満期手形の会計処理 

 当中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当中間期末

の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期

末日満期手形が中間期末残高に含まれております。 

受取手形 7百万円

※２ 期末日満期手形の会計処理        

 当期末日は金融機関の休日でありましたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しております。 

 なお、当期末日の満期手形の金額は以下のとおり

であります。  

受取手形 

支払手形 

6百万円

 1,187百万円

 ※３ 消費税等の取扱い   

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。  

※３        ────── 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

  １ 減価償却実施額   １ 減価償却実施額 

有形固定資産 633百万円

無形固定資産 1百万円

計 635百万円

有形固定資産 688百万円

無形固定資産 1百万円 

計 690百万円

 ※２ 固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりであり

ます。 

 ※２ 固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりであり

ます。 

建物除却損 132百万円 

器具及び備品除却損  9百万円 

建物除却損 71百万円 

器具及び備品除却損  9百万円 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,904株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

  

前事業年度（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日）  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加4,257株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少244株は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。 

  
前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間 
増加株式数（株） 

当中間会計期間 
減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式（注） 72,817 2,904 － 75,721 

 合計 72,817 2,904 － 75,721 

  
前事業年度末 
株式数（株） 

 当事業年度増加 
 株式数（株） 

 当事業年度減少 
 株式数（株） 

当事業年度末 
株式数（株） 

普通株式（注）１.２ 68,804 4,257 244 72,817 

合計 68,804 4,257 244 72,817 



（リース取引関係） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

（1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算出しておりま

す。 

  
取得価額
相 当 額 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

中間期末
残  高 
相 当 額 

  （百万円） （百万円） （百万円）

器具及び備品 1,556 863 692

その他 280 139 140

合計 1,836 1,003 832

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算出しております。   

取 得 価
額相当額 

減価償却
累 計 額 
相 当 額 

期末残高
相 当 額 

(百万円) (百万円) (百万円) 

器具及び備品 1,559 717 842

その他 339 189 150

合計 1,898 906 992

（2）未経過リース料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

（2）未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 363百万円

１年超 469百万円

計 832百万円

１年内 369百万円

１年超 623百万円

計 992百万円

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により算定して

おります。 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

（3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 190百万円

減価償却費相当額 190百万円

支払リース料 191百万円

減価償却費相当額 191百万円

（4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

（4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

１年内 3,991百万円

１年超 34,671百万円

計 38,662百万円

 （減損損失について） 

 同左 

１年内 3,857百万円

１年超 36,840百万円

計 40,698百万円



（有価証券関係） 

 当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1）有価証券届出書（第三者割当による増資）及びその添付書類   平成19年５月24日 

福岡財務支局長に提出。 

  

(2）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第78期）（自 平成18年10月１日  至 平成19年３月31日） 

  

  平成19年６月22日 

福岡財務支局長に提出。 

(3）有価証券届出書の訂正届出書 

平成19年５月24日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。  

  

  平成19年６月22日 

福岡財務支局長に提出。 

(4）有価証券届出書の訂正届出書 

平成19年５月24日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。  

  

  平成19年６月25日 

福岡財務支局長に提出。 

(5）有価証券報告書の訂正報告書 

事業年度（第78期）（自 平成18年10月１日 至 平成19年３月31日）

の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。  

  平成19年８月31日 

福岡財務支局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月10日 

株式会社 岩 田 屋  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 長坂 隆   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 工藤 雅春  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 永澤 宏一  印 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている株式会社岩田屋の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中

間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を

行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人

に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とし

た監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間

連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の

作成基準に準拠して、株式会社岩田屋及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの

状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会

計期間より、商品券回収損引当金を計上している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

  

 以  上 

  

  

 （※） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出

会社）が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月10日 

株式会社 岩 田 屋  

  取締役会 御中      

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 長坂 隆   印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 工藤 雅春  印 

 
指定社員 

業務執行社員 
  公認会計士 永澤 宏一  印 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている株式会社岩田屋の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第79期事業年度の中間会計期間

（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計

算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者あり、当

監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人

に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚

偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手

続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表

に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準

に準拠して、株式会社岩田屋の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間よ

り、商品券回収損引当金を計上している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

  

 以  上 

  

  

  

  

  

  

（※） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書

提出会社）が別途保管しております。 
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